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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための装置において、
　前記被験者の姿勢信号、前記被験者の呼吸信号及び前記被験者の筋電図信号を受信する
ための受信ユニット、並びに
　前記受信した姿勢信号及び前記受信した呼吸信号に基づいて筋電図信号を決定し、前記
決定した筋電図信号に基づいて前記呼吸努力を得るための処理ユニット、
を有する装置。
【請求項２】
　前記被験者の前記姿勢信号及び前記被験者の前記呼吸信号を測定するための加速度計セ
ンサをさらに有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記被験者の前記筋電図信号を測定するための筋電図パッチをさらに有する請求項２に
記載の装置。
【請求項４】
　前記筋電図パッチは防水である請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　複数の前記筋電図パッチが使用される請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記受信ユニットはさらに、前記被験者の運動信号を受信するために配され、前記処理
ユニットはさらに、前記運動信号に基づいて前記筋電図信号を決定するように構成される
、請求項１に記載の装置。
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【請求項７】
　前記受信ユニットはさらに、心拍信号を受信するために配され、前記処理ユニットはさ
らに、前記心拍信号に基づいて前記決定した筋電図信号を修正し、前記修正された前記決
定した筋電図信号に基づいて前記呼吸努力を得るように構成される、請求項１に記載の装
置。
【請求項８】
　表示ユニットをさらに有し、前記表示ユニットは、地面に対し垂直な軸に対する前記被
験者の位置を示すことにより、前記被験者の前記姿勢信号を示すように構成される請求項
１に記載の装置。
【請求項９】
　被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための筋電図パッチにおいて、
　第１の電極及び第２の電極であり、前記筋電図パッチに結合され、前記被験者の皮膚に
接触するのに適応する、前記第１の電極及び前記第２の電極、並びに
　前記被験者の姿勢信号及び呼吸信号を測定するための少なくとも１つの加速度計センサ
を有し、
　前記筋電図パッチが、被験者の筋電図信号を測定するためのものであり、
　前記第１の電極と前記第２の電極との間の距離は、前記被験者の右傍胸骨の位置と前記
被験者の左傍胸骨の位置との間の距離に対応している、筋電図パッチ。
【請求項１０】
　被験者の呼吸努力を決定及び/又は監視するための方法において、
　前記被験者の姿勢信号、前記被験者の呼吸信号及び前記被験者の筋電図信号を受信する
ステップ、
　前記姿勢信号及び前記呼吸信号に基づいて筋電図信号を決定するステップ、並びに
　前記決定した筋電図信号に基づいて前記呼吸努力を得るステップ
を有する方法。
【請求項１１】
　前記被験者の運動信号を受信するステップをさらに有し、前記筋電図信号を決定するス
テップはさらに、前記運動信号に基づいている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　心拍信号を受信するステップ、並びに前記心拍信号に基づいて前記決定した筋電図信号
を修正し、前記修正された前記決定した筋電図信号に基づいて前記呼吸努力を得るステッ
プ、を有する請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記呼吸信号が前記被験者の吸気を示し、前記姿勢信号が地面に対し垂直な軸に対する
前記被験者の特定の位置を示す場合、前記筋電図信号が決定される、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記方法は、呼吸器疾患を監視するためである請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムがコンピュータ又は処理器上で実行されるとき、請求項１０に
記載の方法のステップを、前記コンピュータ又は前記処理器に実行させるプログラムコー
ド手段を有するコンピュータプログラム。
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